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５．事業手法・事業の進め方について 

遊佐町では、本道の駅事業については、⺠間事業者の創意⼯夫を最⼤限引き出すことを⽬的に、公設+包括運営
委託⽅式（事業者先⾏選考⽅型）での実施を検討している。事業⼿法・⼯程・スキームの概要は以下のとおり。 
 

（１）事業手法：公設+包括運営委託方式（事業者先行選考型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運営を行う指定管理候補者に求める役割と体制イメージ案 

運営事業を⾏う指定管理候補者を選考するにあたって、運営を⾏う事業者に求める役割と、現道の駅運営
事業者である遊佐町総合交流促進施設株式会社との関わり⽅のイメージを以下のとおり整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共が施設を所有 
遊佐町 

建設企業 ⺠間事業者 
（運営企業・維持管理企業） 

請負契約 

設計企業 

委託契約 
指定管理候補者として基本協定 
設計協議や町協議会へ参画 

施設整備 
維持管理・運営 

新道の駅 

■公設+包括運営委託方式（事業者先行選考型） 

・公共の資金調達により公共が施設を整備し、指定管理者制度を活用して施設の維持管理・運営を民間が包

括的に行う方式。施設整備と維持管理・運営を分離発注する。 

・基本設計段階で、運営を行う主たる事業者を指定管理候補者として選定し協定を締結する。指定管理候補

者は、事業計画を設計に反映するよう、公共からの委託契約による設計企業との協議調整に参加する。な

お、指定管理候補者としての期間中における対価の支払いは発生しない。 

図 事業手法のイメージ 

資料５ 

◆運営事業者の業務◆ 

１．施設の運営・維持管理統括管理業務 

・道の駅の運営、維持管理の実施 

２．開業準備業務 

３．全体統括業務 

・駅長となる人材の登用・配置 

・町への定期報告など連絡調整 

・道の駅をハブとした様々な地域振興策の企画・実施 

道路休憩施設 

①駐車場・外構 

②24 時間 WC 
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防災関連施設 

⑫防災倉庫 

⑬発電施設 

⑭調整池 

遊佐町 

利用客 

・活動報告 

・施設使用料・賃料 

・地域振興策の提案 

・指定管理者として行政処分 

・指定管理料（公共施設部分） 

・地域振興策に関する支援 

地域振興策 

・イベント 

・商品開発 

・情報発信 

・投資的取り

組みなど 

一部テナントを組み合わること 観光協会等 

運営事業者（地域総合プロデューサー・地域振興の牽引役） 

委託契約 使用料等 使用料等 

直接管理 直接管理 直営 

直
接
管
理
 

直営 委託 

休憩 情報取得 買い物・飲食等消費行動 
休憩 

情報取得 
コワーキング等 買い物・飲食等消費行動 

認知度向上・リピート訪問 

図 道の駅運営事業者に求める役割案（パートナーに期待する部分を赤文字） 

◆新道の駅 運営事業者の体制イメージ◆ 

 
・現道の駅運営事業者＋パートナー 
 
 
 
 
 
 
 
 
現運営者と活動を共にするパートナーを求める 

（新道の駅の事業者は「公社＋パートナー」のジョイントを

イメージ） 

 
①パートナーは会社組織または個人。 
②パートナーには、地域開発の総合プロデューサ
ーとして、道の駅を活用して「稼ぐ」視点も持
ちながら活動を企画・従事することを求める。 

③遊佐町はその活動を可能な限り支援する。 
④パートナーは駅長を置き、公社と連携しながら
相乗効果を高める。 

⑤公社とパートナーの協議により、道の駅内にお
ける収益事業の担当分担を決定する。 

新道の駅運営事業者 

遊佐町総合交流促

進施設株式会社 
＋パートナー 
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（３）運営事業者の公募選定に関する協議会の設立 

運営事業者を、指定管理候補者として公募・選定するための協議会を設⽴する。 
＜目的＞ 

①新たな道の駅の運営事業の核となる事業者を、公平公正な視点で選定するため。 

②新たな道の駅を、ALL 遊佐町の関わりを持って実現するため。 

※事業者選定後も協議会は継続継続し、選定された事業者を交えた定期的な意見交換・情報共有を図るため

の場として昇華することを目指す。 

 

＜構成員＞ 

・構成員は、有識者・庁内の各産業代表者・副町長などを想定する。 

 

＜R4 年度スケジュール案＞ 

第１回協議会 令和４年６月頃（はじめに・全体スケジュールの確認） 

第２回協議会 令和４年７月頃（公募条件・募集テーマの設定） 

第３回協議会 令和４年９月頃（公募開始に向けた最終確認）⇒公募開始 

第４回協議会 令和５年１月頃（プレゼン・審査選考会） ⇒事業者の選定・協定の締結 

 

 

（４）スケジュールの想定 

令和４年度に、指定管理“候補者”の公募・選定を⾏い、施設設計へその思想を反映する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 

①指定管理“候補者” 

②建築・土木外構基本

設計 

実施設計 
③土木 

④建築 

盛土造成 駐車場・外構等 

実施設計 建築工事 

公募・選定 設計への関与 運営準備 

開

業 

指定管理者 

（行政処分） 

ベースプランの作成・更新 

開発許可申請 

図 スケジュール案 
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